財団法人しまね国際センター・国際コンベンション通訳ボランティア登録要綱
【趣旨】

(財)しまね国際センター(以下「センター」という)は、県内の国際会議実施にあたってスムーズな運営を図るため、また、県民のボランティア活動の拡充及び活性化を旨とし、国際コンベンション通訳ボランティアの登録を実施します。

【活動の範囲、内容】

（1） 島根県内で行われる国際会議の受付業務や観光スポットでの説明
（2） 国際会議運営団体等が依頼する事業であって、センターがふさわしいと認めたもの

【登録資格】

（1） ボランティア登録制度の趣旨を理解し、賛同していること。

（2） 原則として、島根県内に在住又は、在勤・在学中で、松江および、その周辺地域での研修や活動が可能な方。
（3） 年齢が18歳以上であること。
（4） 研修会に参加できる方。

（5） 英検2級程度の英会話力があり、日本語が理解できる方。(国籍･性別不問)

【活動の依頼】

通訳の依頼は、国際会議運営団体または主催者側からセンターへの依頼内容をうけ、センターから連絡します。

【謝礼金】

国際会議運営団体または主催者側から直接、ボランティアに対し交通費、昼食代等相当額が支給されます。
（1） 【登録】

（2） 登録を希望する方は、所定の用紙に必要事項を記入し、申込んでください。

（3） 申込みの受付は年に1回、登録は1年ごとの更新とします。(指定講座の受講が更新要件)
（4） 登録完了後、センターはその旨を通知します。

（5） 登録者は、住所・勤務先等登録事項に変更があった場合には、速やかにセンターまで変更事項をお知らせください。

【登録の取り消し】

次のような場合、センターは登録を取り消すことがあります。

（1） 登録者から辞退の申し出があったとき

（2） 登録者が死亡したとき

（3） ボランティアとして、不適格と認められる事実が発生したとき

（4） 登録者の住所変更等で連絡がとれなくなったとき
【その他】

この要綱に定めるもののほか、しまね国際センター国際コンベンション通訳ボランティア登録制度の実施に必要と認められる事項は、理事長が別に定めます。

附則

　１．この要綱は平成２０年３月１日から施行する。

